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院
議
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信
彦
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提
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ク
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に
関
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に
対
し
、
別
紙
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弁
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を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
井
坂
信
彦
君
提
出
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
及
び
二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
「
一
度
も
学
校
に
登
校
で
き
ず
不
登
校
に
な
り
、
フ
リ
ー
ス
ク
ー
ル
に
通
い
、
復
学
を
願
わ
な
い
場
合
」
の
意

味
す
る
と
こ
ろ
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
は
、
市
（
特
別
区
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

町
村
以
外
の
者
の
設
置
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
に
在
籍
す
る
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
並
び
に
そ
の
保
護
者
が
就
学
義
務
の

猶
予
又
は
免
除
を
受
け
た
学
齢
児
童
及
び
学
齢
生
徒
を
除
き
、
原
則
と
し
て
、
当
該
学
齢
児
童
又
は
学
齢
生
徒
が
住
所
を
有

す
る
市
町
村
の
設
置
す
る
義
務
教
育
諸
学
校
に
在
籍
す
る
こ
と
と
な
る
。


